
愛知・名古屋 2026 大会における選手宿泊施設等における飲食提供業務への人材供給に係る 

連携・協力に関する協定書 

 

 

公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会（以下「甲」という。）と○○

○○（以下「乙」という。）は、以下のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は、第 20 回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）及び愛知・名古屋アジアパラ競

技大会（以下「大会」という。）の成功に向け、甲及び乙が相互に連携し、選手宿泊施設等における

飲食提供にかかる人的課題を解決し、食の面から選手を支援するためのサービス提供体制を整える

ことを目的とする。 

 

（連携事項） 

第２条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、以下の項目について連携し、協力する。 

（１）選手宿泊施設における飲食提供にかかるホールスタッフの人材確保、供給等に関すること。 

（２）選手宿泊施設における飲食提供にかかる調理補助員の人材確保、供給等に関すること。 

（３）前項に掲げるもののほか、本大会の飲食提供に係る人材確保、供給等に関すること。 

 

（協定に関わる組織） 

第３条 本協定の執行に当たり、甲及び乙はそれぞれの担当窓口を通じて相互に連携、協力を図るも

のとする。 

 

（費用の負担） 

第４条 本協定の執行にかかる一切の費用について、甲は負担しないものとする。 

２ 前号のほか、乙と選手宿泊施設等との間での契約行為等にかかる債権債務について、甲及び乙

は互いに相手方に請求しないものとする。 

 

（守秘義務） 

第５条 甲及び乙は、連携事項の実施に当たって知り得た相手方の機密情報をその承認を得ないで

他に漏らすことがあってはならない。 

２ 甲及び乙は、本協定の有効期間満了後も、前項による秘密保持の義務を負うものとする。 

 

（協定の変更） 

第６条 甲及び乙のいずれかが本協定の内容変更を申し出たときは、協議のうえ、本協定の変更を行

うことができるものとする。 

 

（有効期間） 

第７条 本協定の有効期間は、締結の日から 2026 年 12 月 28 日（月）までとする。 



（実績報告）  

第８条 甲は、乙に対し、本協定に基づく連携事業について実績の報告を求めることができる。 

 

（その他） 

第９条 本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項に関し疑義などがある場合は、甲と乙が

協議の上、決定するものとする。 

 

 

本協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲、乙が記名のうえ各自その１通を保有する。 
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